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2022年 3月 

ジェトロジャカルタ事務所 

 

日インドネシア経済連携協定（JIEPA） 

特定原産地証明書に記載する HSコードについて 
 

 

JIEPA 特恵関税の適用を受けて貨物を日本からインドネシアに輸入したい場合、日本で

特定原産地証明書の発給を受け、輸入通関時に税関に提出する必要があるが、そこで申告

する貨物の HSコードの記載方法は、特定原産地証明書と輸入申告書とで異なる。企業から

問合せの多い、これらの検索の仕方を解説する。 

 

１．特定原産地証明書に記載する HSコード：2002年版の HSコード（上６桁） 

 

⇒ 2002年版 HSコードは、JIEPAの譲許表（関税撤廃スケジュール表）で確認する

ことができる。 

（インドネシアの譲許表は、上記リンクの 153/607ページ以降を参照） 

 

 

２．輸入申告書に記載する HSコード：最新のもの（８桁）（現時点では 2017年版） 

 

財務大臣規程 2017年第 6号：附属書Ⅲ（Lampiran III）または 

INTRウェブサイトで確認できる。 

 

 

（参考）JIEPAの Operational Guidelines（抜粋） 

 

https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/epa0708/annex1.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/e34b1791-06b7-44a3-a1cb-4636f16d5b02
https://insw.go.id/intr
https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/agree0807.pdf
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３．検索方法 

（事例１）レールネジ（HS 7318.11.00）を輸入する場合 

  

 

⇒ JIEPAの譲許表で 2002年版 HSコードを検索 

 

 

⇒ 上６桁（7318.11）を、特定原産地証明書に記載する。 
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（事例２）船舶用スターター（HS 8487.90.00）を輸入する場合 

 
 

⇒ JIEPAの譲許表で 2002年版 HSコードを検索 

 
 

⇒ 上６桁（8485.90）を、特定原産地証明書に記載する。 

⇒ 輸入申告書に記載する HSコード（2017年版）とは異なるが、両方の書類に記載

する貨物の内容が同一であれば、問題なく通関できる。 

 

（免責条項） 

➢ 本書に記載している情報は 2022年 3月時点に基づくもので、将来の法律改正等によって

変わる可能性があります。 

➢ ジェトロは可能な限り正確な情報提供に努めておりますが、本書に関連する情報に起因

して利用者がいかなる損失を被っても、ジェトロは一切の責任を負いかねます。 


